
 
 
 

 
 

 

訪問型勉強会に学ぶ「第一回目の大規模改修工事の心得」 

 集合住宅維持管理機構では、マンション管理組合支援の一環として訪問型勉強会をおこなっています。これは、

申込みのあった管理組合にマンションドクターが出向き、勉強会や相談会を開く活動です。管理組合の要望に合わ

せて、大規模改修工事の取り組み方、長期修繕計画の見直しや策定、瑕疵問題など様々なテーマが用意できます。 

 これまで要望の多かった勉強会のテーマや多くの管理組合に聞いていただきたいテーマについて数回に分けて

紹介します。 

  

 今回は、入居後はじめての大規模改修工事に取り組ま

れる管理組合の皆さんに必ずお話ししている、工事を成

功させるための三つの心得を紹介します。 

その1．長期修繕計画を正しく理解し運用すること 

 最近の 1 回目の大規模改修工事の傾向として、長期修

繕計画で定めた時期のとおりに工事を実施しようとして

いるマンションがあるのが気がかりです。まだ建物の状

態は良く、修繕に着手するには時間的な余裕があるのに、

急いで着手してしまっては、計画的に積立てて来た修繕

積立金も予定通りに支出されてしまうだけで、いつまで

たっても資金的な余力が生まれません。次の表に示すよ

うに長期修繕計画に定めた当初の修繕周期を守って実施

していったＡマンションと、実際の修繕の時期を見定め

て実施したＢマンションとでは、修繕積立金のストック

に大きな差が生じます。この差は、後々の修繕積立金の

負担の差につながるだけではなく、修繕積立金のストッ

クを有効に活用し、当初の長期修繕計画の予定になかっ

たようなマンションの性能や生活を向上させるためのグ

レードアップ工事や改善工事を実現するための資金源の

差にもなります。 

 

管理組合の皆さんが長期修繕計画を基に計画的に修繕

を進めることができるようになったことは大変良いこと

ですが、Ａマンションの事例に見るように「私のマンシ

ョンは、長期修繕計画どおりに実施していますよ。」で

は、決して威張れるものではありません。長期修繕計画

は、マンションの性能を維持していくために将来に必要

となる修繕の範囲や時期を大凡予測し、修繕積立金を計

画的に準備していくための机上の計画であることを忘れ

ないで下さい。修繕の実施判断は、調査診断により必要

な修繕の時期を正しく判断し、工事を実施していくこと

が基本です。 

管理組合の皆さんが調査診断を実施し、修繕の実施時

期について判断するときに、注意しなくてはならない点

があります。必要とされる修繕の時期については、実際

には、早くて何年から遅くとも何年頃までと幅があるも

のですが、報告書の所見の表記に偏りがある場合に、間

違った判断をしてしまうことがあります。必ず、経験豊

かな専門家の診断や助言を受け、皆さんのマンションが

いつ頃までに実施すれば良いのかを知り工事計画を検討

することを忘れないで下さい。 

その2．マンションに必要な修繕や改善に取り組むこと 

 大規模改修工事の範囲についても、長期修繕計画に定

められた範囲を実施すれば良いというものではありませ

ん。当初の計画に盛り込まれていない場合でも、そのマ

ンションの性能を維持するために必要な修繕を実施する

ことが肝心です。逆に、当初の計画に盛り込まれていて

も不要な修繕ならば、見送ることも修繕費の節約の観点

から必要です。例えば、屋上の防水改修や廊下床の塩ビ

シートの貼替えなどは、工事の足場がなくても改修がで

きるため、大規模改修工事と無理に合わせて実施する必

要はありません。 
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また、初期の性能を維持するだけではなく、性能の向

上が望まれる場合は、そのための工事に積極的に取り組

んでいくべきです。例えば、外壁に使用する塗装材の仕

様を工夫することで、耐久性や防水性が向上し、その結

果、次の大規模改修工事までの周期を延ばすことが可能

になり、資金に余裕も生まれます。 

 新築時の設計や施工の欠陥や不備を改善するための取

り組みもあります。例えば、バルコニー床の強度が不足

していて亀裂の原因となっている場合や、コンクリート

内部の鉄筋の位置が浅く腐食が進んでいる場合は安全性

や耐久性の改善が望まれます。自転車置場の収容台数が

著しく不足していて廊下に放置されているような場合に

は、施設の利便性の改善が考えられます。最近のマンシ

ョンで深刻なのは、外壁タイルの早期の剥落や著しい浮

きの問題です。販売促進のための無理なデザインや、工

期短縮による無理な施工が原因となっています。大規模

改修工事の準備の前に分譲主側と問題を解決しておくこ

とが必要ですが、交渉がうまく進まなかったり、適当な

補修だけで済まされてしまい、後は管理組合で維持管理

しなければならなくなったりすることも少なくありませ

ん。「私のマンションは剥落事故など起きていないから

大丈夫」ではなく、大規模改修工事前に外壁タイルに通

常の性能が十分に確保されているか確認しておくことが

重要です。 

 マンションに安心して安全に快適に住まうためには、

各部の性能に安全性、耐久性、利便性、美観性、経済性

などが求められます。そのためには大規模改修工事を機

会にその性能をより向上させること、場合によっては不

備な性能を改善していくことが大切です。 

 

バルコニーの床を補強し安全確保 

その3．管理組合運営の手本となる取り組みをすること 

最近の管理組合からの大規模改修工事のための調査診

断や設計監理の依頼には、工事の実施範囲や時期が先に

決められているものがよくあります。何のために調査診

断を実施するのかもう一度よく考えてみて下さい。この

ような事態にならないようにするためにも、初期の段階

から工事準備のための全体計画を立案し、理事会、専門

委員会、一般の区分所有者が意思の疎通を図りなから準

備を進めていくことが大切です。工事の準備の過程には、

調査診断に基づいた工事時期の決定をはじめ、工事計画

の提案や意見調整、資金計画の検討、工事中の建物の使

用制限や生活への影響などの情報提供、施工者の選定の

方針など工事の合意形成のための手続きが多くありま

す。 

 
管理組合の役員の皆さんの中には、早く工事を終わら

せてしまいたいがために急ぎ心が生まれ、修繕積立金を

有効に活用していくことや工事についての様々な意見を

把握し反映させることが疎かになり、冒頭に述べたよう

な長期修繕計画どおりに工事を実施しておけば良いだろ

うという考え方に陥ってしまう人もいます。初めての大

規模改修工事で、区分所有者が一致団結し、管理組合運

営の手本となる取り組みを実現し工事を成功させること

は、管理組合の意識を高め、質の高い管理組合を継続し

ていく一歩となります。これから大規模改修工事に取り

組まれる管理組合の皆さんも同じ汗をかくのならば、管

理組合の明日に繋がる取り組みを目指そうではありませ

んか。 

（主任専門委員 北村順一） 
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